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‐１‐ 

報告第４号 

 

専決処分の報告について 

 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和４年６月６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 損害賠償の額 ４３万１,５７０円 

 (2) 債  権  者 東広島市安芸津町木谷１２９番地１１ 

          竹本機械株式会社 

          代表取締役 竹 本 政 剛 

２ 専決処分年月日 

  令和４年４月１３日 

  



‐２‐ 

（報告理由） 

令和４年３月１２日、市道実近線において、この道路の管理上の瑕疵
か し

により、側

溝のグレーチング（溝蓋）が軽自動車の走行によって跳ね上がり、当該軽自動車の

底部等を損傷した事故があり、損害賠償の額を定めることについて専決処分をした

ので、この処分について報告するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

(1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 



‐３‐ 

報告第５号 

 

専決処分の報告について 

 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和４年６月６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

１ 損害賠償の額 

  ５０万円 

２ 専決処分年月日 

  令和４年５月９日 

  



‐４‐ 

（報告理由） 

令和４年３月１４日、市道寺家南３９号線において、この道路の管理上の瑕疵
か し

に

より、側溝の溝蓋が普通自動車の走行によって跳ね上がり、当該普通自動車の底部

等を損傷した事故があり、損害賠償の額を定めることについて専決処分をしたの

で、この処分について報告するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

(1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 



‐５‐ 

報告第６号 

 

   専決処分の報告について 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 学校の管理上の瑕疵
か し

に係る損害賠償 

ア 損害賠償の額 

 ５,５１５円 

(2) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第５７条第１項の規定に基づく保険

給付に係る損害賠償 

ア 損害賠償の額 ２,８３５円 

イ 債  権  者 広島市南区小磯町１番１号 

マツダ健康保険組合 

理事長 吉 田 和 久 

２ 専決処分年月日 

  令和４年３月３１日 

 

  



‐６‐ 

 （報告理由） 

 令和３年９月７日、東広島市立東志和小学校において、この学校の管理上の瑕疵

により、下校中の児童が同校の敷地内の雨水桝
ます

の蓋に足を乗せたところ、当該雨水

桝の蓋が劣化により破損したため、当該児童が当該雨水桝にはまり、左下腿
たい

部を負

傷した事故があり、損害賠償の額を定めることについて専決処分をしたので、この

処分について報告するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事 

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 



‐７‐ 

報告第７号 

 

   専決処分の報告について 

 

 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条

例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８

０条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

  



‐８‐ 

 （報告理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、条例において引用している同法の条項の

整理を行うため、東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて専決処分をしたの

で、この処分について報告するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

  は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（当該規

  定の整理に合わせて行う字句の修正であって、当該規定の趣旨を変更しない範

  囲内においてするものを含む。）を行うため、条例を改正すること。 

  



‐９‐ 

専  決  処  分  書 

 

東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定めることについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分をする。 

 

  令和４年３月３０日 

 

東広島市長    垣    德    

 

  



‐１０‐ 

東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条

例（平成２７年東広島市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条及び第５条中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



‐１１‐ 

報告第８号 

 

   専決処分の報告について 

 

 東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第

１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により報告

する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐１２‐ 

 （報告理由） 

 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の一部改正に伴い、条例において引

用している同法の条項の整理を行うため、東広島市過疎地域持続的発展計画に係る

固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて専

決処分をしたので、この処分について報告するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（当該規

定の整理に合わせて行う字句の修正であって、当該規定の趣旨を変更しない範

囲内においてするものを含む。）を行うため、条例を改正すること。 

  



‐１３‐ 

専  決  処  分  書 

 

 東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分をする。 

 

  令和４年４月１日 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐１４‐ 

   東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関す 

る条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例（令

和３年東広島市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「第１２条第３項」を「第１２条第４項」に、「第４５条第２

項」を「第４５条第３項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 



‐１５‐ 

報告第９号 

 

   専決処分の報告について 

 

 東広島市手数料条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同

条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐１６‐ 

 （報告理由） 

 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の一部改正に伴い、条例において引

用している同法の条項の整理を行うため、東広島市手数料条例の一部を改正する条

例を定めることについて専決処分をしたので、この処分について報告するものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（当該規

定の整理に合わせて行う字句の修正であって、当該規定の趣旨を変更しない範

囲内においてするものを含む。）を行うため、条例を改正すること。 

  



‐１７‐ 

専  決  処  分  書 

 

 東広島市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めることについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分をす

る。 

 

  令和４年３月２８日 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐１８‐ 

   東広島市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市手数料条例（平成１２年東広島市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第３の２１の項手数料を徴収する事務の欄中「若しくは第６８条の６９第３

項第５号イ若しくは第７号イ」を削り、同表２２の項手数料を徴収する事務の欄中

「若しくは第６８条の６９第３項第６号若しくは第７号ロ」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



‐１９‐ 

報告第１０号 

 

   専決処分の報告について 

 

 東広島市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決処分を

したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐２０‐ 

 （報告理由） 

 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第１６

号）の一部改正に伴い、条例において引用している同令の条項の整理を行うため、

東広島市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて専決

処分をしたので、この処分について報告するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（当該規

定の整理に合わせて行う字句の修正であって、当該規定の趣旨を変更しない範

囲内においてするものを含む。）を行うため、条例を改正すること。 

  



‐２１‐ 

専  決  処  分  書 

 

 東広島市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定めること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により

専決処分をする。 

 

  令和４年４月１日 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐２２‐ 

   東広島市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市営住宅設置及び管理条例（平成９年東広島市条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第８号中「第１条第３号に規定する所得」を「第１条第４号に規定する所

得」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



‐２３‐ 

報告第１１号 

 

   東広島スマートエネルギー株式会社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島スマートエネルギー株式会社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出す

る。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 

  



‐２４‐ 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 



‐２５‐ 

報告第１２号 

 

   東広島流通センター株式会社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島流通センター株式会社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



‐２６‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 



‐２７‐ 

報告第１３号 

 

   東広島市土地開発公社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



‐２８‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 

 



‐２９‐ 

報告第１４号 

 

   公益財団法人東広島市教育文化振興事業団の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公

益財団法人東広島市教育文化振興事業団の経営状況を説明する書類を別冊のとおり

提出する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 



‐３０‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政 

 令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ 

 ればならない。 



‐３１‐ 

報告第１５号 

 

令和３年度東広島市繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和３年度東広島市一般会計予算、令和３年度八本松駅前土地区画整理事業特別

会計予算及び令和３年度東広島市介護保険特別会計予算の一部について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により別紙のとおり翌年度

に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２

項の規定により報告する。 

 

令和４年６月６日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 



‐３２‐ 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２１３条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度

内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところに

より、翌年度に繰り越して使用することができる。 

 

地方自治法施行令 

第１４６条 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越

したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議において

これを議会に報告しなければならない。 

 











‐３７‐ 

報告第１６号 

 

令和３年度東広島市事故繰越し繰越計算書について 

 

 令和３年度東広島市一般会計予算を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

２０条第３項ただし書の規定により別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において準用する同令第

１４６条第２項の規定により報告する。 

 

令和４年６月６日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 



‐３８‐ 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第２２０条 

３ 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを 

 翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のう 

 ち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらな

 かつたもの（－略－）は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 

 

地方自治法施行令 

第１４６条 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越

したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議において

これを議会に報告しなければならない。 

第１５０条 

３ 第１４６条の規定は、地方自治法第２２０条第３項ただし書の規定による予算

の繰越しについてこれを準用する。 

 

 

 





‐４０‐ 

報告第１７号 

 

   令和３年度東広島市水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和３年度東広島市水道事業会計予算の一部について、地方公営企業法（昭和２

７年法律第２９２号）第２６条第１項及び第２項ただし書の規定により別紙のとお

り翌年度に繰り越したので、同条第３項の規定により報告する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 



‐４１‐ 

 （根拠法令） 

 地方公営企業法 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内

に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年

度に繰り越して使用することができる。 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年

度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に

支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務

が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して

使用することができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団

体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた

地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならな

い。 

 





‐４３‐ 

報告第１８号 

 

   令和３年度東広島市下水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和３年度東広島市下水道事業会計予算の一部について、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第２６条第１項及び第２項ただし書の規定により別紙のと

おり翌年度に繰り越したので、同条第３項の規定により報告する。 

 

  令和４年６月６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 



‐４４‐ 

 （根拠法令） 

 地方公営企業法 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内

に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年

度に繰り越して使用することができる。 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年

度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に

支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務

が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して

使用することができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団

体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた

地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならな

い。 




